
令和 5年 2月 20日 

記者会見資料№4 

千曲市 プレスリリース  

 
 

 令和 5年度組織改正について 

 

戦略的にスピード感を持って社会情勢の変化等に的確かつ効率的に対応し、市民益の向上

を図るため、事務改善及び事業推進の見地から組織改正を行います。 

 

【組織改正（１）】 

 地域開発推進室（建設部）を企画政策部へ移管 

地域開発は、庁内における総合調整が必要なこと、また、企画政策部が所管する国土利用計画

（土地利用調整）を背景として推進していることなどから、地域開発推進室を建設部から企画政策

部に移管する。 

 

【組織改正（２）】 

 生活安全課の一部業務（交通政策部門）を総合政策課へ移管 

運輸・交通対策業務について、市の政策として交通計画を見直す上で、人口・地理的状況の分析

及び活用をもって、部局横断的な対応のもと、総合政策課において推進を図る。 

 

【組織改正（３）】 

 環境課と廃棄物対策課を 『環境課』に統合 

生活環境の保全、循環型社会の形成等について、広域焼却施設建設・整備を踏まえ、環境施策の

推進、廃棄物対策を一体のものとして、環境課と廃棄物対策課を「環境課」に統合し、総括的に環境

保全に取り組む。 

 

【組織改正（４）】 

 生活安全課を『市民生活課』に改称し市民協働課の業務（主にコミュニティ部門）を移管 

※市民協働課は廃止となる 

生活安全課を「市民生活課」に改称し、「市民参画及び協働推進」施策や、「区・自治会との連絡調

整」、「地域要望」などの市民協働課の市民生活にかかる業務を市民生活課に移管する。 

なお、今後設立を進める「（仮称）地域づくり協議会」や「辺地計画」、「まちづくり基本条例」などの

市民協働課の一部業務は総合政策課に移管する。 

 

【組織改正（５）】 

 建設課を２課に分割し『道路河川課』と『建築課』を新設 

『道路河川課』 
道路・橋りょう・河川に関する業務を所管する。（管理係・事業推進係・建設係・維持係） 

『建築課』 
住宅及び建築に係る業務を所管する。（建築監理係・空き家対策係） 

（公共施設個別施設計画及び実施計画に基づく適切な公共施設管理の実施に向け、一定の 

権限と責任の明確化を図る。） 
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